
二
五
八
頁

理

由

郵
政
民
営
化
法
、
日
本
郵
政
株
式
会
社
法
、
郵
便
事
業
株
式
会
社
法
、
郵
便
局
株
式
会
社
法
及
び
独
立
行
政
法
人
郵
便
貯
金

・
簡
易
生
命
保
険
管
理
機
構
法
の
施
行
に
伴
い
、
郵
便
貯
金
法
、
簡
易
生
命
保
険
法
、
日
本
郵
政
公
社
法
等
の
廃
止
そ
の
他
の

関
係
法
律
の
規
定
の
整
備
等
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。


